
紹介受診重点医療機関について（概要）
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外来機能報告制度を活用した紹介受診重点医療機関の取りまとめ
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結果の公表方法について

・紹介受診重点医療機関は、地域の協議の場の議論を踏まえて選定されることとなっている。
・医療機関が「紹介受診重点医療機関入院診療加算」等の診療報酬に関与する内容を踏まえてレセプト請求を行うために
は、都道府県が医療機関に適切なタイミングで周知し、公表されることが求められている。

①（協議結果）ＨＣ⇒地域医療課
②（事前通知）地域医療課⇒ＨＣ⇒医療機関
③（公 表）地域医療課⇒ＨＣ⇒医療機関

公表日は「１日付」
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